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Ⅰ�　は�じ�め�に

海外旅行や海・山への長期休暇，すなわちバ�
カンスというフランス語の由来が示すように，フ
ランスはバカンス大国である。夏になると，パリ
などの大都市を脱出し，富裕な家庭は，地中海の
コート・ダジュールやスペインへ，所得のより
低い人たちは田舎へ行き，家族ともどもひと夏を
過ごすのが定番である。多くのフランス人にとっ

て，バカンスは生活の大きな部分であり，病気な
どの特別の事情がない限り，夏あるいは冬に休み
を取らず働くことは耐え難いことである。家族構
成，職業，所得，居住地域あるいは個人の趣味に
より，バカンスの長さあるいは過ごし方に違い
はみられるが，ほぼすべてのフランス人家庭（他
の EU諸国も同様）にとって，長いバカンスをど
こで，いかに過ごすかは毎年の最大の関心事であ
る。ここ数年，経済危機が続き，失業率は慢性的
に高いにもかかわらず，ほぼ 6割のフランス人は
夏休みをとっている。観光産業や休暇の社会的イ
ンフラが発達しているフランスでは，各地に安価
な費用で過ごせる民宿，貸し別荘，キャンプ場な
どが存在している。また，子供をひと夏預かる林
間学校（colonie�de�vacances）なども避暑地や海
辺の村で開かれる。所得が低く，社会的な扶助を
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フランスの一般家庭にとって，夏の長期休暇（バカンス）は一年の最大の行事で，8 月にな
るとパリなどの大都市の経済活動は休眠状態になる。すでに 19 世紀の後半からバカンスは
富裕階層の慣習となり，海や山の避暑地で夏を過ごすことはステータス・シンボルであった。
1936 年に政権を獲得した「人民戦線」のブルーム内閣は，2 週間の連続休暇（年休）の権
利を労働者に与えることで，バカンスを民主化しようとした。戦後になると，官民一体で，
バカンスのための社会インフラ（安価な長期宿泊施設，高速道路網など）が整備された。
このバカンスの慣習と相互依存の関係にある年休は，その後，次第に労働協約や法律によ
り長期化し，1982 年以降は，すべての労働者が 25 日の年休を持つことになった。2000 年
の 35 時間法（年間 1607 時間）は年休に大きな変化をもたらした。年間通算方式を採用す
る企業は労働者（主に専門職・管理職層）にさらに 10 日から 2 週間の時短休日を与えてい
る。EU 諸国との年休の比較では，フランスは平均的な水準だが，時短休日を含めると非労
働の休日は際立って長い。フランスの年休の事例が示す教訓は，家族が安価で長期滞在で
きるような社会インフラの整備があって初めて，長い連続休暇を享受できることであろう。
わが国は，これまでのところ，長期滞在型の宿泊施設などの社会インフラ整備が遅れ，労
働者とその家族が年休の原点である連続休暇を長期に取れる状況にない。
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受けている階層には，バカンス用に交通費あるい
は滞在費の補助制度まで存在する。8月のパリは，
ほぼ 1カ月一種の休眠状態になる。学校，官庁，
オフィスや工場の多くは休業し，普段の生活すら
難しくなる。このようなバカンスの慣習がフラン
スで庶民のあいだに本格的に根付いたのは，高度
成長期の 1960 年代と考えられ，それほど古いも
のではない。
このフランスのバカンスの慣習を支えているの
が年次有給休暇制度（この後，年休）と学校の休
暇である。ところで，フランスにおいて年次有給
休暇が一般化したのは 1936 年と比較的最近のこ
とだが，高度成長期（1945 〜 1975 年）に労働者
の所得の増加とともに，休暇への需要が高まり，
年休が飛躍的に伸びていった。今日，フランスの
法定年休は 25 日である。ほとんどの EU諸国に
おいて，年休の水準は 4週間から 6週間であるの
で，フランスの法定基準である 25 日の年休が特
別に長い訳ではない。バカンスの慣習と年休の長
期化は相互依存の関係にあるのは明白である。高
度成長期に次々と年休の付与日数が増加したお陰
で，バカンス（夏休みに冬休みも加わる）は庶民の
生活の一部となったが，年休がバカンスの慣習を
フランスにもたらしたのではなく，むしろバカン
スが 20 世紀初めには富裕な階層の生活様式とし
て存在していたので，1936 年の年休の法制化で
労働者にとって魅力のある権利になったと解釈
するのが正しいだろう。初めてバカンスの権利を
得た労働者とその家族が海水浴を楽しむ映像（60
万人の労働者が初めてバカンスに行ったといわれる）
は，当時のニュース映画や写真に焼き付けられ，
労働者の新しい権利の象徴になった。それまで特
権階級のステータス・シンボルでもあった夏休み
が労働条件の一部と変化した。戦後の復興期が終
わると，年休への需要は強くなり，多くの産業や
企業がさらなる年休を付与することになる。これ
に呼応して，1960 年代中葉から，フランスの学
校の休暇は 3つの学区に分けられ，なるべく休暇
が特定の期間に集中するのを避ける。こうして，
フランスの年中行事であるバカンスがフランス労
働者の生活の大きな部分を占めることになる。
労働時間短縮やバカンスに関する先行研究は，

年休の増加を単に労働者側と経営者側の分配闘争
の結果とみるが，これは少々近視眼的である。日
本の現状と比較するとこの点が鮮明となる。わが
国では，主に国が旗振り役で年休や休祭日を増や
したが，長期滞在を前提としたバカンス向けの宿
泊施設，安価な家族旅行を可能にする交通機関の
割引などの社会的インフラは手つかずであった。
その結果は，50 ％を切る年休の取得率と 1日あ
るいは時間での年休取得という現実となってい
る。連続休暇による肉体的・精神的な健康の回復
が年休の原点であることを考慮すると，わが国の
現状は大きな問題を含んでいる。また，バカンス
は家族というもっとも基本的なコミュニティを強
固にする効用を持つので，この点でも，バカンス
文化の普及が待たれるのではなかろうか？
この小稿は 3つの節からなる。まず，フランス
におけるバカンスの成立と現状を眺める。Ⅲは歴
史的に見たフランスの年休制度の展開で，その
後，フランスの年休の長さを国際的に比較して見
る。結びの部分では，いくつかの年休に関する問
題を指摘したい。

Ⅱ　フランスにおけるバカンスの慣習

まず，個人的な体験からフランス人のバカンス
を説明したい。1970 年から 16 年ほどスイスとフ
ランスの国境の町ジュネーブにある ILO 本部で
勤めていたとき，夏休みをいつ，どこで取るか
は，春以降，オフィスの日常会話の最大の話題で
あった。私の属していた部は一般職（秘書および
タイピスト）を含めるとフランス人が多く，雰囲
気もフランス的であった。イースターが終わり，
5月の初めになると，1枚の表が回ってきて，そ
こに自分の希望する夏休みの期間を書き込む仕組
みになっていた。当時，年休は 30 日あり，その
多くを夏に取ることになる（ホームリーブの年を
除くと，一括取得は稀で，多くの職員は 3〜 4 週間
単位で夏の休暇を取った）。仕事の継続性から，何
人かはオフィスに残ることが要求され，それを調
整するのが上司の役割であった。大体 6月の末ま
でに，部の休暇予定表が完成する。周囲の同僚が
どんどん夏休みを計画するので，前もって計画す



論　文　フランスのバカンスと年次有給休暇

日本労働研究雑誌 47

るのが苦手の私は何か追われている感じがあっ
た。そこで主導権を握るのは圧倒的に家内で，い
つの間に地中海の海岸で別荘を借りる計画を実行
する。子供たちが小さかったときは，子供の友達
一家と一緒の時期に行くこともこのバカンス計画
に含まれる。別荘を借りる最低単位は 2週間で，
その後は 1週間ずつ追加となる。あまり知られて
いない海岸だったので，別荘の賃貸料は比較的安
く，しかも自動車での移動なので，交通費はわず
かな出費で済んだ。同僚のほとんどが戻るのは 9
月に入ってからだった。この地中海の別荘以外に
も，大西洋岸の避暑地へも 1，2 回行ったが，い
ずれも 2週間が予約受付の最低の滞在期間であっ
た。日本に戻ってから，何回か家族連れで旅行し
たが，ホテルやペンションの料金が高く（1日ご
との料金），随分恐ろしい経験をした。ヨーロッ
パにいたときのように 2週間も休暇をとっていれ
ば，私の数カ月の月給は消えていたはずである。
以上が，大昔の私の経験だが，今でもフランス人
のバカンスの慣習にはあまり変化は見られない。
8月になると，パリ市内にはパリっ子は少なくな
り，外国人観光客ばかりが目立つ。パン屋，肉
屋のような家族経営の商店も 1カ月くらい店を閉
め，田舎の実家や海辺の避暑地に行く。8月中は
政治もマスコミも休暇態勢で，『ル・モンド』の
ような新聞も頁数が半減する。8月中は，オフィ
スや工場なども閉鎖するところが多く，ほとんど
仕事にならない。つまり，フランスでは，バカン
ス期間は大都市の経済活動が休眠する期間で，そ
の代わり地方の避暑地や田舎が潤う社会的な仕組
みが出来上がっている。ヨーロッパ諸国ではど
こでも夏休みは 7，8 月に集中するが，工場・オ�
フィス・商店が何週間も一斉に扉を閉めること�
は，フランス以外では珍しい。
さて，フランスにおいてバカンスが慣習化する
のは 19 世紀後半と言われている。先鞭をつけた
のは，すでに産業化が進んでいたイギリスの富裕
階層で，海辺への避暑を好み，フランスへも進出
した。最初はラボールなどの大西洋側から始ま
り，その後，カンヌ，ニースなど気候の温暖な地
中海の避暑地を開発する。フランスの上流階級も
イギリス人を真似，夏のパリを避け，ドービル，

ビアリッツ，カンヌ，ニースに代表される避暑地
の別荘，ホテルに長期滞在することが流行にな
る（これらの避暑地には 19 世紀後半から 20 世紀に
かけて建てられた屋敷が数多く残っている）。この上
流階級の慣習は，20 世紀にはいると，次第に中
流階級の上層まで拡がっていき，1カ月以上の夏
休みを山や田舎で過ごすことがステータス・シン
ボルとなっていく。1936 年に初めて成立した左
翼連合「人民戦線」は 2週間の年休を法律化した
が，貧しい一般の労働者の家庭にはバカンスはま
だまだ夢物語であった。
第 2次大戦後になるとバカンスの社会的な位置
づけは大きく変わる。ドゴールが率いる臨時政
府（1946 年）にはレジスタンスで重要な役割を果
たした共産党も加わり，労働者優遇の政策を打
ち出す。たとえば，労働者にもバカンスを与え
る目的で，「ツーリスムと労働」という官製のア
ソシエーションが設立される。このアソシエー�
ションは 1948 年には約 300 万人に及ぶ加盟者を
誇ったという。その後，政治的な分裂から政府
からの助成は無くなるが，共産党系の労働組合
CGTの影響力を利用し，多くの企業の従業員委
員会（comité�d’entreprise）と組み，労働者をこの
アソシエーションの施設（バカンス村）に送り込
み，1960 年代の前半には，このバカンス村は志
願者を拒否するほど繁栄したと言う。このほか，
教会なども積極的に介入し，安価な山村での宿泊
や若者相手のコロニーの運営や紹介を行った。ホ
テルなどが，昔ながらに，富裕層を中心として活
動していたのに比し，このような社会的ツーリス
ムはバカンスの普及に大きな貢献をした。1960
年代になると，順調な経済成長のお陰で平均的な
所得水準が上昇し，自動車が普及すると，バカン
スは庶民のものとなった。毎年，7月の末から 8
月初めにかけて，太陽を求めて，大量の人口が南
（地中海地域とスペインなど）へ移動することが毎
年の社会的な行事になっていった。北から南を結
ぶ高速道路を，家族全員を乗せ屋根の上まで荷物
を積んだ車で渋滞することになる。もちろん，そ
の中には，ドイツ，オランダ，ベルギーなどのプ
レートも目立つし，国に帰るスペイン人やポルト
ガル人の家族も多い。
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さて，ここで，近年のバカンスの動向をフラン
スの統計局の統計で概括してみよう 1）。フランス
の統計局は 1960 年代から大規模な標本調査によ
るバカンスに関する統計を収集している。バカン
スの定義は，休暇が目的で連続して 4日以上自宅
を離れることとされる（国際的な定義）。2004 年
にはフランスに住んでいる人の 65％が少なくと
も年に 1 回はバカンスをとっている。時系列で
見ると，1964 年には，この比率は 43％であった
が，その後 1989 年までは早い伸びを記録した。
その後は微増の状態である。年齢階層別に，バカ
ンス取得率を 1979 年と比較すると，ほぼ各層で
取得率は上昇しているが，50 〜 64 歳の階層での
伸びがとくに高い（＋ 16％ポイント）。1979 年の
時点では，年齢階層が高くなるとバカンスの取得
率が落ちていたので，若いころにバカンスを経験
したベビーブーマーの世代が比率を押し上げたと
考えられる。バカンス先は家族や友達の家が約 3
分の 1で，別荘も 2割弱となる。その後，貸し別
荘，キャンプが続き，ホテルは 9％でしかない。
バカンス村や民宿での滞在も一定数存在する。バ
カンスを取る確率が高いのはパリ地域などの大都
市で，地方の人は取得率が低くなる。また，近年
の傾向として，バカンスを分割して取ることが見
られる。夏および冬と 2回以上取る人の数が増加
している。なお，バカンスを取らなかった人（約
人口の 4割弱）にその理由を聞いているが，その
うち一番多いのは「財政的な理由」（バカンスを取
らなかった人の 36 ％）で，その後，「バカンスを
取る意思がない」と，「健康上の理由」が続く。
また，別の研究でも，バカンスの取得率と所得階
層には明らかな相関関係があることが示されて
いる。バカンスの経費に関しては統計はないが，
1999 年のサンプル調査では，1回の夏休み（平均
9日）に 9000 から 1 万 5000 フラン使ったと回答
したものが 15％を超えて一番多く，その後 6000
から 9000 フランが続く 2）。当時の平均賃金の 1
カ月分を使った計算になるので，バカンスは平均
的な家計にとってかなりの出費である。なお，最
近では，経済危機の影響から，バカンスを取る人
の割合は減ってはいないが，滞在日数を短くする
傾向がある。また，定年退職者が 7，8 月以外の

期間にバカンスを取る傾向があることが確認され
ている。

Ⅲ　年次有給休暇の展開

フランスにおいて，最初に 2週間の年休が法定
化されたのは 1936 年のことであり，ドイツや北
欧諸国と比べると年休が制度化されたのは遅かっ
た。同じ 1936 年には，ILO の有給休暇条約（連
続 6労働日）が採択されているので，国際的にも
労働者の権利として，有給の年休を与えるべきと
いう機運が相当に盛り上がっていたことが分か
る。1930 年代初めには，イタリアの他，ドイツ
に極右政権が誕生し，それに対し危機感を抱い
たフランスの左翼（社会党，急進社会党，共産党な
ど）が始めて統一公約を掲げ，1936 年 5 月の選
挙に勝利する。その後，全国でストライキが各地
で起こり，多くの工場が占拠される状況が出現し
た（200 万人の労働者が参加したといわれる）。その
直後に政権に就いたレオン・ブルーム内閣は労使
の代表を招き，賃金の大幅な引き上げ，組合代
表の企業内での活動の承認などを定めたマティ�
ニョン協定が結ばれた。その後，すぐに政府は，
労働時間を 40 時間に規制した労働時間法ととも
に年休法を立法化した。その内容は，原則的に連
続した 2週間（12 労働日を含む）の年休を 1年以
上勤続するすべての労働者に付与することであっ
た。年休の分割は一定の条件の下で，1週間を超
える休暇にのみに認められた。労働時間の規制が
長い間の労働者の要求であったのに対し，年休は
左翼の合意文書にはなく，レオン・ブルーム自身
の発案と言われる。1936 年当時，フランスにお
いて年休を制度として持っていたのは公務員，鉄
道の労働者，新聞記者といくつかの大企業の労働
者のみだった。労働者の工場占拠と初めての左翼
政権という異常事態に直面し，それまで国の規制
による最低労働基準設定に反対していた保守的な
フランス経営側は，一連の労働制度改革を認める
ことを余儀なくされた。ただし，短期に終わる
ブルーム内閣が倒れると，40 時間制は空文化し
てしまう。それに対し，年休制度は，当時のマス
コミ（ラジオ・新聞・映画など）が労働者階層の初
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めてのバカンスとして大きく取り上げたこともあ
り，わずかに 1年しか持たなかった「人民戦線」
の象徴的な改革と歴史的に位置づけられることに
なる。
国際的にみると，精神的かつ知的な休息は労働
者の健康のために不可欠であるとの理由から週休
とは異なる連続休暇を労働者の権利としようとい
う試みは，労働組合を中心として，20 世紀の初
めにすでに存在していた。ILOの年次有給休暇条
約のたたき台を用意した 1935 年の ILO報告によ
ると，1919 年の初めての ILO 総会において，ス
ウェーデンの労働者代表は，すべての労働者に有
給休暇を与えることを検討すべきとする決議を提
案している 3）。1926 年の ILO の調査では，すで
に 1900 万人の労働者がすでに何らかの形で年休
を持っていたとされる。1935 年の時点で，北欧
諸国，イギリス，フランス，オランダ，イタリ
ア，スイスなどにおいて相当数の割合の労働協約
が年休に関する条項を持っていた。ここで興味深
いのは，年休が週休とは異なり，連続した休日を
意味していたことである。すなわち，年休の発想
は，労働者の健康のためには，仕事から解放され
た連続した休息が必要であると考える。したがっ
て，1936 年に採択された ILO の第 52 号条約は，
1年以上継続して働く適用範囲のすべての労働者
は連続した最低 6労働日の有給休暇を享受すると
定められ，この最低基準を超えるものに関しての
み，法律および条例により，特別に有給休暇の分
割が認められた。
この ILO 条約と同じ年に成立したフランスの
1936 年法は，1年を超えて継続して働く労働者は
12 日の労働日を含む 15 日の連続した休暇を得る
権利を持つとされ，年休の期間が長い。また，政
府は，バカンスに出発する家族に対し 40％に及
ぶ鉄道料金の割引を実現し，多くの労働者とその
家族にとって年休は思いがけないプレゼントとし
て，庶民の記憶に刻まれた。
3週間目の年休は 20 年後の 1956 年に社会党の
ギ・モレ内閣の手により実現する。それまで，労
働組合の要求は賃金と労働時間に集中していた
が，1955 年に，ルノー公団のビアンクール工場
（パリ近郊の主力工場で，戦後の労働運動の牙城で

あった）で，その労働者が 3週間目の年休を獲得
すると，翌年，政権を獲得したばかりの社会党政
権が法改正を行い，3週間（18 労働日）の年休と
なる。このころから，年休への社会的な関心が高
まる。1962 年には，ルノー公団の労働者が 4 週
間目の休暇を獲得，産業別の協約や企業別協約に
より次第に 4週間目の年休が拡がっていく。この
ころ，CGTや CFDTが賃金や労働時間短縮に熱
心であったのに対し，第 3の労働組合である FO
は年休を優先項目として，積極的に団体交渉によ
る 4 週間目の年休を求めていた。1960 年代中葉
には，相当数の産別協約や企業別協約が 4 週間
目の年休を付与していたが，4週間目の年休の法
制化は，1969 年となる。1968 年に学生運動を契
機とした騒動は交通ゼネストも加わり，ドゴール
大統領の退陣騒ぎとなる。労働運動を鎮めるため
に，最低賃金の大幅引き上げとともに 4週間（24
日）目の年休が実現した（グルネル協定）。同じ
ようなシナリオは，1981 年にも繰り返される。
1981 年の社会党のミッテラン大統領が選出され
ると，まず労使の中央協定で 5週間目の有給休暇
が結ばれ，その後，1982 年に政令により法定化
された。そして，これが現在の年次有給休暇の基
本となっている。このように，年休制度の展開を
見ると，近年のフランスの労使関係の特徴が年休
によく表れている。先進的な産業や企業で獲得さ
れた有利な労働条件は労働運動の脆弱さや団体交
渉の未成熟のため，中小企業などになかなか波及
しない。社会的混乱や左翼政権の成立の際に，先
進的な事例は法制化によりすべての労働者に適用
される基準となる。
さて，ここで現在のフランスの年休制度をすこ
し詳しく紹介しよう 4）。まず，法定の年休は 30
労働日（jours�ouvrables）で，1カ月ごとに 2.5 日
と定められている。法律上は，土曜日は労働日
の計算になるので，実質的には 25 日の年休であ
る。適用範囲は管理職を含むすべての雇用労働者
で，その企業に 10 日以上雇用されれば年休の権
利が発生する。年休の計算期間は，一般的に産業
別の労働協約により定められるが，少なくとも 5
月 1日から 10 月 31 日を含むものでなければなら
ない（夏のバカンスの伝統）。年休の時期決定権は
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原則的に使用者が有するが，組合代表の意見を聞
き，労働者の家庭状況などにも配慮しなければな
らない。一度，使用者により決められた年休の取
得計画は，期日の 1カ月以内に変更することは認
められない（企業の生産計画に混乱をもたらさない
ため）。休暇の一部は最低連続した 12 労働日でな
ければならず，24 日を超えることはできない。
また，5 月から 10 月末以外に 6 日間以上休暇を
とる場合，2日間の加算休暇が付与される。なお，
年休取得は 1日が単位で，時間による分割取得は
認められない。休暇期間の賃金に相当する手当は
期間全体（1年）の賃金総額の 10 分の 1または休
暇期間働いたとしたときに支払われるべき賃金と
定められている。以上が法定の年休だが，産業別
あるいは企業別の協約では，この基準を上回るこ
とが多い。最も代表的なものは，勤続年数に応じ
た休暇の加算で，20 年あるいは 30 年勤続に対す
る報奨として，何日かの付加休日を与える企業が
多い。さらに，専門職・管理職（カードル層）に
対する加算も一般的である。多くの専門職・管
理職はもともと集団的な労働時間管理に適さず，
個人の自由裁量に任されていた（2000 年以前に
は，専門職・管理職の超過労働時間は法的にグレイ�
ゾーンだった）。そのため，一般労働者と異なり，
所定外労働に対する割増賃金の慣習がなく，その
代わりとして，この層には何日かの年休が加算さ
れた。たとえば，金属産業のエンジニアーおよび
カードルに関する協約では，30 歳で 2 日，35 歳
で 3日の年休の特別加算が行われる 5）。年休の持
ち越しに関しては，2000 年労働時間法の改正に
伴い，協約に定められている範囲での持ち越しが
可能である。
さて，以上の有給休暇制度は 2000 年の労働時
間改正法（通称オブリ法）により現在ではかなり
変化している。この 2000 年法では，法定労働時
間は週 35 時間あるいは年間 1607 時間と定められ
たが，その中で，年単位での労働時間の通算（変
形労働時間：annualisation）が認められることに
なった。とくに，集団的労働時間管理に適しない
労働者（主に，専門職・管理職）に関しては，労
働協約を締結することで労働時間短縮分を休日と
して付与することが可能となった。そこで，多く

の企業は週の稼働時間の短縮を好まず，年単位で
の通算を選択した。つまり，工場やオフィスでの
普通の労働時間を 37 時間に据え置き，その代わ
りとして，代替休日を与える仕組みである。そ
の結果，多くの専門職・管理職にはさらに 10 日
から 2週間という時短休日（RTT休日と一般に呼
ばれる）が加算されることになった。時短休日は
厳密な意味では年休ではなく，労働時間短縮の一
部だが，労働者の立場から見ると，年休と同じで
ある。上記の付加年休および時短休日は加算され
るので，多くの専門職・管理職は 8週間から 9週
間の年休を有することになる。オブリ法の評価は
今回の大統領選挙の際にひとつの争点ともなった
が，評価が難しいのは，社会階層によりその恩恵
の受け方が大きく異なるためである。一般的に，
低所得の工場労働者（最低賃金に近い労働者）に
は労働時間の短縮は不評（保守政権の下で，超過
勤務の際の賃金割増はほとんど適用されないように
なった）だったが，専門職・管理職層あるいは働
く女性の間では評価が高い。ここにも，フランス
人がバカンスを歓迎する気持ちが強いことが表れ
ている。
最後に，近年設けられた時間貯蓄口座にも触れ
ておきたい。1994 年に初めて設けられた時間貯
蓄口座は，最近数々の法改正を受けた。労働者
は，年休の一部（24 日を超える部分）や時間外労
働の代償をこの時間口座に貯蓄しておくことが可
能になった。上限は 30 日までで，産業あるいは
企業の労働協約が定める範囲で，貯蓄された時間
の現金化もきるようになった。この制度はドイツ
ほどは普及していないが，長期の休暇貯蓄という
意味では，これまでの年次有給休暇の枠を超えた
制度である。
以上がフランスにおける年休の展開だが，こ
のほか，家族の事由のための有給の休日（たとえ
ば，結婚，子供の病気などで，1日から 4日），育児
休業（無給），訓練休暇（無給）など様々な休暇制
度が新設・拡大されている。年休の原点が労働者
の健康にあったのに対し，これらの休暇は社会的
な要求に対応したものである。ここではそれぞれ
の社会的な休暇を検討する余裕はないが，雇用に
付随し発生する休暇がこれほど長く，しかも多様
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になると企業経営の上でも大きな負担になること
が想定される。もちろん，2000 年法は労働時間
短縮との引き換えに社会保険料軽減措置を含んで
いるが，それでもコスト面や作業編成上の問題は
ないのだろうか？�また，フランスの年休は国際
的に見て特別に長いのだろうか？�次節はその問
題を扱う。

Ⅳ　国際的に見たフランスの年休

年休の国際比較は単純なようで，意外と難し
く，信頼できる統計は少ない。一般的に，年休は
労働時間統計の一部とみなされるが，実際に労働
している時間ではないので，休祭日と区別し，年
休の日数を示す国際的な統計はないと言ってよ
い。日本のように，有給休暇の付与数や取得率を
系統的に収集している国はまことに例外である。
法律が年休の最低基準を設けている場合，制度面
から最低基準を捉えることは可能だが，そこから
一歩出て，実際に各国の労働者がどのくらいの年
休を持つかを調べようとすると，データの壁に突
き当たる。多くの国では，年休は法律ではなく，
労働協約や個別の雇用契約により決められてい
る。北欧のように大産業別の労働協約の場合は，
年休の長さや条件は均質的で把握しやすいが，ほ
かの国では，何百という産業別協約あるいは企業
別協約に目を通さなければならない。労働協約が
適用されない労働者の場合，職種別の慣習あるい
は個別雇用契約が労働条件の一部としての年休の
内容を定める。もっとも，アメリカのように，年
休に関する規制が全くなく，雇用契約の一部であ
るベネフィットとして年休が位置づけられる場合
とは異なり，EU諸国では，一定の法律や協約あ
るいは慣習という枠があり，多くの企業はそれに
準じて年休を決定していると見られるが，正確に
把握するためには定期的な調査が必要である。ほ
とんどの国の労働時間の統計は所定労働時間と

実労働時間（週あるいは年単位）を集めているが，
労働していない時間である有給休暇自体に対する
関心は少ない上に，統計のとり方も難しい。事業
所統計の場合は，同一事業所に多くの職種が存在
し，それぞれの年休が微妙に違うことが考えられ
る。また，勤続年数に応じて，年休日数が加算さ
れる習慣もある。その一方，個人調査である『労
働力調査』の場合，たとえ調査票に年休や休祝日
の設問を追加したとしても，労働者が年休，休祝
日，時短の代替休日あるいは家族の事由による休
暇などを確実に認識しているかは疑問である。だ
が，何よりもEU諸国では，年休は社会問題とは
なっていないので，正確なデータを集めるインセ
ンティブは少ない。信頼できるデータが得られな
いので，年休に関する本格的な比較研究も少ない。
とはいえ，フランスの年次有給休暇を国際的
に位置づけるために，いくつかのデータを検
討してみよう。まず EU内の労働条件に関して
は，EUの機関のひとつである EIRO（欧州労使
関係観測所）が定期的に労働時間に関する報告を
行っている。加盟国に三者構成による労働条件
のオブザーバー組織を持ち，その各国の報告を
基に，EU 加盟国における労働時間・休暇の推
移をまとめている。各国の労使が資料作成に参
加して，協約上の労働時間・休暇のデータを集
めているので，貴重なものである。この EIRO
調査（2010 年）に依拠して有給休暇の水準を見
たい 6）。まず，データの取りやすい法定最低有
給休暇だが，EU諸国は，労働時間に関する EU
指令により最低基準は年間 4 週間と定められて
いる。したがって，EU 諸国は，法定の最低基
準が 25 日の国（フランス，イタリア，スウェー�
デン，デンマーク）と 20 日の国（ドイツ，イギリ
ス，オランダ）に大別される（表 1）。EU先進国
（15 カ国）の平均は，22.1 日であった。なお，イ
ギリスは，現在，法定年休は 28 日だが，これに
は 8 日の休日を含むので，実質的には 20 日と

表 1　EIRO調査によるEU諸国の年休

フランス ドイツ イギリス イタリア オランダ フィンランド デンマーク EU15 EU22
法定年休 25 20 20 25 20 20 25 22.1 21.6
協約上の年休 25 30 24.6 28 25 25 30 25.6 25.4

資料出所：EIRO�Working�time�2010
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EIRO の調査は見ている。したがって，法定年休
を見る限り，EU内での年休水準の違いは最大 1
週間でしかない。
協約上の年次有給休暇に関しては，まず，
EIRO調査は，加盟国において協約上あるいは実
際の年休に関するデータが非常に少ないことを指
摘している。その上で，労働協約上の年次有給
休暇日数としてドイツ（30 日），デンマーク（30
日）をトップにランクし，イタリア（28 日）が続
く。フランスとオランダはともに 25 日と推計さ
れ，24.6 日のイギリス，24 日のアイルランドと
ほぼ同水準に位置づけられた。EU先進国の平均
は 25.6 日であった。なお，新加盟国はほとんど
が 20 日あるいは 21 日である（ルーマニア，キプ
ロス，エストニア）。
次に同じ調査で，協約上の年間所定労働時間と
実労働時間の違いを見てみたい。フルタイムの労
働者に適用される所定労働時間（週単位が主）か
ら有給休暇および休祭日を引いてフルタイム労働
者が働きうる年間労働時間を概算している。この
概算の基は協約による週あたりの所定労働時間
で，フランスは 35.6 時間ともっとも短く，その
後，デンマーク（37 時間），イギリス（37.5 時間），
ベルギー（37.6 時間），ドイツ（37.7 時間），イタ
リア（38 時間）と続く。EU 15 カ国の平均は 37.6
時間であった。東欧などのEU新加盟国はほとん
どが週 40 時間であった。有給休暇および休祭日
はドイツが 302 時間と長く，その後デンマーク
（296 時間），イタリア（281 時間）が続き，フラン
スは249時間で，イギリス（245時間）並みであっ
た。年間の所定労働時間はフランスがもっとも
短く（1602 時間），デンマーク（1828 時間），ドイ
ツ（1659 時間），イタリア（1695 時間），イギリス
（1705 時間）で，EU15 カ国の平均値は 1686 時間
であった。
年間労働時間に関しては，近年OECDが年間
労働時間のデータを公表しているが，増え続け
るパートタイム労働の影響が除かれていないな
どの問題があるので，解釈し難い。特に，ドイ
ツにおいては，2000 年代にミニジョブと呼ばれ
る短時間のパートタイム労働が増加したので，
OECD のデータは有給休暇などの推計には役立

たない。そこで，すこし古くなるが，EUの労働
力調査を使い，年次有給休暇やパートタイム労働
の影響を除いた 2004 年の推計を紹介したい 7）（表
2）。Ａは労働者一人あたりの年平均労働時間で，
フルタイムおよびパートタイム労働者が含まれ
る（OECDの統計に近い）。この数値を見ると，オ�
ランダ，ドイツ，フランスが 1600 時間を大きく
切っているのに対し，他の EU諸国は 1600 から
1700 時間台，あるいはそれ以上であった。参考
にあるアメリカは 1800 時間を超えている。Cは，
週当たりの平均的労働時間（B）を基に労働者の
年間実労働時間が示されている。Dはマイナス要
因として，年休・休祭日・時短休日が推計されて
いる。Eは所定外労働時間の長さで，Fは病気お
よび出産休暇による非労働時間である。Gはその
他の影響で，I はパートタイム労働の影響となっ
ている。この表で興味深いのは，ドイツの場合，
パートタイム労働の影響が強く，平均実労働時間
を大きく引き下げ，1500 時間を割る数字になっ
ているが，フルタイム労働者の週当たりの労働
時間は 39.8 時間であり，フランスより長い。フ�
ランスは，週当たりの労働時間は 38.9 時間と法
定労働時間より高く設定されている。労働時間の
年間通算方式が影響しているのであろう。事実，
年休，休祭日・時短休日の項は頭抜けて高い（ド
イツの調査は通算ではなく春季のみなので，解釈が
難しいという注釈が付いている）。年休および休祭
日数にそれほど他のEU諸国と差がないとすれば，
10 日から 2 週間が多い時短休日がフランスの値
を押し上げていると思われる。総合的に見ると，
フランスの年間労働時間はEU諸国の中では一番
短く，2000 年の 35 時間法の影響が顕著である。
年休に関しては，データの制約からEU内で明確
なランキングは難しいが，フランスの年休自体は
EU先進国の標準的な水準で，特別長いとは言え
なさそうである。しかし，労働時間短縮の代替休
日を考慮すれば，フランスの一部の労働者（専門
職・管理職層，公務員など）は EU内でも突出した
休暇日数を享受しているように思われる。
さて，このように長い有給休暇に対し，経営側
からの反発はないのだろうか？�少なくとも，年
休や有給休暇に関して，経営者側から強い反対の
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声はあまり聞こえてこない。ただし，35 時間法
に対する反対は昔から強い。経営者団体の立場
は，主に法律による時間規制に対する理念的な反
対と，競争力を失うことへの恐れからくる。実際
に労働時間編制や年休に対処する企業レベルから
はあまり強い反発はない節がある。実は，35 時
間法には労働時間短縮の見返りとしての企業の社
会保険コストの軽減が図られた。その上，10 年
間に及ぶ保守党政権（シラク，サルコジ大統領）の
間に，所定外労働に関する大幅な緩和（割増賃金
なしの超過勤務枠，中小企業に対する猶予措置など）
があり，週あたり 35 時間枠は骨抜きの状態に
なっている。とはいえ，今春の大統領選挙で，フ
ランス企業が対ドイツとの競争力を大幅に失った
ことが白日にさらされた。ユーロ危機の中で，オ
ランド新大統領は，今後，フランスの競争力を回
復させる責務を負う。個人的には，社会党政権下
とはいえども，近い将来，フランス経済全体の競
争力の観点から，35 時間制の見直し問題（特に年
間通算の労働時間と時短休日の扱い方）が発生する
可能性はあると見ている。

Ⅴ�　結びに代えて─フランスと日本の年休

年休は，労働者の精神的および肉体的健康のた
めに，労働から解放された連続した休息が必要と
考えられ発達した，20 世紀の産物である。年休
の発想の基にある精神的・肉体的な健康の概念も
時代とともに発展し，現在では，単なる肉体的・
精神的健康のみではなく，個人の社会人として，
そして家庭人としての役割を果たす時間も含むも

のとなっている。雇用関係がどこまで社会的な必
要をカバーすべきかは非常に面白い知的な問題だ
が 8），今日の世界では，年休は労働者の権利とし
て定着し，ILO条約や EUの労働時間指令が国際
的な基準を形成している。フランスは，1936 年
の年休法以降，この分野で絶えず先進的な基準を
示してきた。
ところで，わが国の年休問題（未消化の年休，

連続休暇義務がないこと，時間ごとの取得）と対比
すると，フランス人労働者（および EU諸国）は
長い年休を当然の権利として使い，バカンスを享
受している。この違いを説明しているのはバカン
スという社会的な慣習であるように思われる。も
ともと，年休の展開とバカンスの慣習は相互依存
の関係にあるが，まず先に発達したのはバカンス
であり，そのバカンスを民主化するという名目
で，年休が 20 世紀に制度化された。19 世紀中葉
に，当時の圧倒的な先進国であったイギリスの富
裕階層から始まる長い夏休みの慣習は，その後，
大陸諸国へ波及する。第 1次大戦前に長期夏休み
を海岸や山で過ごせたのはごく一部の富裕層（主
にブルジョア階層と呼ばれる銀行家，資本家および
大地主）で，その後，次第に中流階層に拡がり，
家族一緒に海辺で夏休みを過ごすことがステータ
ス・シンボルとなる。1936 年に「人民戦線」政
権が成立し，すぐに労働者への贈り物として 2週
間の年休が付与され，歓迎されたのは，その頃す
でにバカンスの習慣がフランスの一定の階層に定
着していたためである。第 2次大戦後になると，
まず，労働者が 2週間の連続年休を取得可能にす
るために，官民一体で，バカンス村などのインフ

表 2　EU諸国の年間実労働時間（2004 年）

フランス ドイツ イギリス イタリア オランダ スペイン アメリカ
�A� 年間総労働時間（フルタイム+パートタイム労働者） 1,531 1,468 1,631 1,715 1,378 1,767 1,869
�B� 通常の週当たり労働時間 36.1 32.6 36.7 38.7 29.8 38.3 38.7
�C� 通常の年当たりの労働時間（フルタイム＋パートタイム） 1879 1.694 1.909 1.927 1.552 1.994 2.011
�D� 年休，休祭日，時短休日による非労働時間 − 270.4 − 262.5 − 185.0 − 150.5 − 167.2 − 178.0 ─
�E� 超過労働時間 10.7 44.8 0.4 16.3 70.5 5.3 ─
�F� 病気，育児休暇などによる欠勤時間 − 70.1 − 43.8 − 66.5 − 51.5 − 61.5 − 45.5 ─
�G� その他のファクターの影響 − 18.0 35.5 − 26.6 − 26.4 − 15.0 − 8.9 ─
�H� フルタイム労働者のみの労働時間（週当たり） 38.9 39.8 42.7 39.3 38.8 40.3 42.0
� I� パートタイム労働の影響 − 142 − 376 − 313 − 114 − 466 − 103 − 175
� J� パートタイム労働者の割合 17.3 32.7 25.4 12.4 46.2 9.1 16.8
資料出所：INSEE:Données�sociales,�éd.2008.�p.368。
原資料はEUの労働力調査で，アメリカはCurrent�Population�Survey。
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ラ整備を行った。1956 年以降となると，年休の
増加とともに，バカンスの慣習が一般庶民の生活
に浸透していく。民間のツーリズム産業の発達，
ホテル・民宿・キャンプ場の格付けと整備，そし
て一斉の学校休暇を避け，学区別の休暇の組み方
などが実現する。1960 年代から猛烈に進むモー
タリゼーションもあり，バカンスは広く一般労働
者の生活にパターンとして定着し，8月は，工場
も商店も学校も休業し，経済活動は休眠状態とな
ることになった。もちろん，この間は，海，山の
避暑地は普通の人口の何倍にも膨れ上がる。しか
し，2000 年の 35 時間法は時短短縮分の代替休日
を作り上げ，年休の性格を実質的にかなり変える
ことになる。労働者側から見ると，時短の代替休
日は年休の増加でしかなく，多くの専門職・管理
職の人は，今日では，年間 8週間を超える有給休
暇を権利とするまでになった。
このようなフランスのバカンスと年休の展開を
見ると，わが国で年休消化が進まない理由がよく
分かる。現状では，例外的に田舎の実家が広い
家を持っていたり，別荘を持っている人を除く
と，多くの人は 1週間単位で家族ごと夏休みをと
ることは財政的に不可能に近い。長期滞在用の安
価な宿泊施設，経済的な移動手段などバカンスに
必要な社会インフラがまったく不足している。こ
れは残念なことでもある。経済活動が首都圏に集
中し，地方が疲弊している今日，地方が持ってい
る貴重な資産は山であり，海である。ただし，都
会の人が住むには，交通の便と同時に快適な宿泊
施設，最低限の商店や病院などが必要である。実
は，フランスにおいても，バカンスが一般化する
以前には，夏休みは高価なもので，労働者の家族
には夢物語でしかなかった。第 2次大戦後，国が
音頭を取り，産業政策のひとつとして，ツーリズ
ムやバカンスを振興させたお陰で，バカンスの慣
習が根付いたと言える。わが国の場合，バカンス
の前提となる社会インフラ整備の産業政策がぽっ
かり欠如している。また，バカンスのひとつの側
面である家族政策の観点もまったく欠けている。
また，年輩のサラリーマンなどから，仕事が生
活の中心であるべきで，年休やバカンスの価値そ
のものを否定する声をよく聞く。そして，この

立場の人は，フランス人（あるいはヨーロッパ人）
は，仕事よりはバカンスに生きがいを見出すと考
えることが多い。この意見には次のように反論で
きるだろう。まず，専門職や管理職などを除く
と，仕事自体が生きがいになる労働はそれほど多
くないだろう。次に，フランス人（ヨーロッパ人）
が仕事にではなく，余暇に生きがいを見出すとい
うのはまったくの神話で，より創造的な仕事をす
るために，仕事に集中し，バカンスも楽しむとい
うのが正しい（超多忙で世界を飛び回る有名なカル
ロス・ゴーン氏は長期の夏休みは必ず取る！）。
最後に，やはり年休の原点が連続休暇であるこ
とを強調しておきたい。肉体的な疲労は週休で回
復すると思われるが，仕事の精神的なストレスか
ら解放され，白紙の状態（バカンスの語源）に戻
すまでには何日もの連続した休日が必要である。
このもともとの年休の概念に，現在では，労働者
が社会人として，また家庭人としての役割が年休
には与えられている。仕事のみを生きがいと公言
する人の多くは，社会人や家庭人の側面を忘れた
人が多いのではないだろうか？�休暇の最中，家
族を残し，ひとりゴルフを楽しむことはバカンス
大国フランスにはありえない。
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